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議案第 148号 三重県営住宅条例の一部を改正する条例案について

1 改正理由

ひとり親家庭に対する支援施策の充実を殴ることを目的とした「母子及び

寡婦福祉法」の一部改正に鑑み、知事が割当をした県営住宅に優先的に入居

することができる者についての規定を整備するものです。

2 改E内容

( 1 ) 「母子及び寡婦福祉法」の改E内容（県営住宅条例関係箇所）

－題名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改められました。

－父子家庭への福祉の措置に関する章が創設され、父子家庭について

も、公営住宅の供給を行う場合には特別の配慮をしなければならな

いとする規定が設けられました。 （努力義務規定）

・平成 26年 10月1日から施行

( 2 ）県営住宅条例の改正内容

ひとり親家庭に対する支援を充実するため、

・現行 20歳未満の予を扶養している塞畳

－改正案 20歳未満の子を扶養している配偶者（婚姻の届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の

主心主
に改正します。

3 条例施行期日

公布の日から施行

4 新制度の適用スケジュール

平成 27年1月入居の募集から適用します。

平成 26年 9月 17日～ 県ホームページ及びチラシによる

改正（予定）内容の周知

10月3B～10月 31日 入居募集期間

11月上旬

12月中旬

1月1日

抽選

入居決定

入居
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月平成26年版成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見jへの回答
防災県土整備企業常任委員会

・施策の取組
施策番号 施策名 主担当部局名 委員会意見 担当部局の答弁

112 治山・治水・海岸保全の 県土整備部 豊かな生き物が春らせる川など、川本来の力を生か 河川iの整備にあたっては、平成9年に河川法が改正
推進 す治水の研究に取り組まれたい。 され、河川管理者に自然環境に配慮した河川整備を行

うことが求められているところですロ
三重県では、平成 15年度に自然環境に配慮した河

川i整僚の技術的な参考書として「自然に配慮した川づ
くりの手引き（案） Jを策定し、生物に配慮した護岸
工法の採用や、新たに設置する堰への魚道の設置な
ど、河川整備を進めるにあたり、河川特性や地域の自
然特性をふまえた川づくりを行っており、今後とも、
自然環境に配慮しながら事業を推進していきます。

＠選択集中プログラム
プロゲラム番号 施策名 主担当部局名 委員会意見 担当部局の答弁
緊急課題 命と地域を支える道づく 県土整備部 平成33年に本県で濁民体育大会が開催されることも 高規格幹線道路および直轄道路に隠して、関係府県や
解決Z りプロジェクト あり、整備中の幹線道路等の早期供用に向けた取組を 市町等と連携して整備機運を盛り上げ、整備促進に努

推進されたい。 めるとともに、整備中の道路については早期の供用が
いl 図られるよう、提言活動等あらゆる機会をとらえて国

等に強く働きかけてまいります。
また、これらと一体となって道路ネットワークを形

成する県管理道路等についても、早期の供用が図られ
るよう、計画的な整備を推進してまいります。
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平成26年台風第11号による被害への対応状況について

1気象概況

三重県では、大型の台風第11号の影響により県内全域に「大雨特別警報」が発表され、

特に津市白山や亀山では日降水量が観測史上最大となる記録的な大雨となり、県中部を

中心に大きな被害を受けました。

2 台風第11号による公共土木施設の被害箇所数及び被害額状況

県管理施設 市町管理施設 県市町計

箇所数 箇所数
建設事務所管内 被害額 被害額 箇所 被害額

道路
，可Ill 砂防 計 （千円） 道路 i可JI[ 下水道 官十 （千円） 数 （千円）

橋梁 橋重

桑名建設事務所

四日市建設事務所 13 13 698,000 1 7 000 14 705,000 

鈴箆建設事務所 4 23 27 575 000 4 3 7 112,200 34 687,200 

津建設事務所 15 68 84 870,500 45 71 1 117 1,060,800 201 1,931,300 

松阪建設事務所 6 13 20 149 000 12 22 34 141,600 54 290,600 

伊勢建設事務所 10 2 13 267,0C〕｛〕 11 11 100,200 24 367 200 

志摩建設事務所 2 1 3 9 000 3 4 12,000 7 21,000 

伊賀建設事務所 12 44 57 451,800 10 2 13 161,500 70 613,300 

尾鷲建設事務所

熊野建設事務所

言オ 40 172 5 217 3 020 300 72 113 2 187 1 595 300 404 4,615,600 

（最終被害報告）

3 台風第11号による道路の交通規制状況

0ピーク時には、県管理道路68路線 86笛所を全面通行止めしました。

雨量規制・冠水等による全面通行止め筒所・..72箇所

道路崩落・陥没等による全面通行止め笛所・・・14箇所

O崩落土の撤去および路側等の応急工事を行い、路線の通行止めを解除し、現在では

2路線2箇所のみが通行止めとなっています。

路線名

度会大宮線

老ヶ野古田青山線

場所

度会郡度会町～大紀町

伊賀市高尾

（平成26年9月30日現在）

規制原因｜ 規制状況

通行止め路線一覧

建設事務所名

伊勢建設事務所

伊賀建設事務所

全面通行止め

全面通行止め

民
μ



4 主な被害の状況と応急対応状況

発災直後から、「地震・津波・風水害等の緊急時

における基本（運用）協定J（災害協定）に基づき建

設業協会が県内各地で応急工事を行いました。

［①一般国道163号（津市）【路面陥没】 i

｜②片田井戸久居線（津市）【法面崩壊】 l

ー
〆. ． 

［ ③垣内川（津市）【護岸決壊】 ！ 

． 
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県土整備部における地域強靭化に向けた防災・減災対策

にかかる新たな展開について

1 背景・現状

( 1 ）国の動き

国土強靭化基本法が平成 25年 12月に成立し、同法で国土強靭化に係る指針

と位置付けられた「国土強靭化基本計画」が本年6月に閣議決定されました。

「国土強靭化基本計画Jでは、国土強靭化の理念として、「「事後対策」の繰

り返しを避け、今一度、大規模災害等の様々な危機を直視して、平時から大規

模自然災害等に対する備えを行うことが重要である」旨明記されています。

( 2 ）三重県の現状

①南海トラフ地震が発生した場合、本県においても、甚大かつ広域的な人的・

物的被害が発生し、県民生活や経済活動に極めて重大な影響が懸念されます。

また、本県では紀伊半島大水害や、平成 25年台風第 18号による甚大な被害

は県民生活に大きな影響を及ぼしました。さらに、近年、全国各地で集中豪

雨が頻発しており、 8月には広島市で大規模な土砂災害が発生しました。

②これらの状況のもと、南海トラフ地震、集中豪雨、土石流などによる大規模

自然災害等の様々な危機を見据えた、地域の強靭化に向けた新たな展開が求

められています。

2 課題

本県として地域の強靭化を推進していくにあたり、国土強靭化の理念や、大

規模自然災害がいつ起こってもおかしくない状況や過去からの教訓を踏まえ、

さらなる防災・減災対策の推進を図っていく必要があります。

3 対応策

平成 27年度は土砂災害警戒区域の指定など必要な継続取組を加速させ、新

たな取組に着手することにより、防災・減災対策の新たな展開を図りますロ（ 9

～10頁参照）

なお、これらの対策については、平成 27年度策定予定の「三重県国土強靭

化地域計画」（仮称）に盛り込んでいきます。

7 



も



｜地域強靭化に向けた防災減災対策の新たな展開 ］ 
継続取組の加速と、新たな取組に着手！

・土砂災害警戒区域の指定

．水防情報の発信

－浸水想定区域図の作成

・河川雄積土砂の徹去

・河川堆積土砂撤去

．砂利採取の活用促進

．洪水・高潮対策

－河川管理施設の整備

．海岸保全施設の整備

・緊急輸送道路の落橋防止対策、単柱橋脚の耐震対策

［概ね 27年度完了］ （加速）

・緊急輸送道路の整備 （継続）

－津波浸水予測区域内の河川堤防の脆弱箇所対策

[H29迄で 183箇所］ （残 134)

－海岸堤防の耐震対策

－河川水門等の耐震対策

（加速）

（加速）

（加速）

－孤立解消や津波避難に資する橋梁耐震対策

（対象鉱大）

・ひび割れ等により脆弱化が懸念される海岸堤防の補修

（対象拡大）

・地震・津波に対して「粘り強い海岸堤防Jとする計画づくり

（機能強化）

南海トラフ地震 l 卜土砂災害警戒区域の指定 （加速）I卜 ｜・市町の土砂災害警戒避難体制づくりへの支援 （機能強化）

の発生懸念 ｜ ｜・浸水想定区域図の作成による市町支援 （継続＞II ｜・水防情報システムの基幹機器の更新 （対象拡大）

広島市で

大規模な土砂

．河川堆積土砂織去の推進（市町と共有しながら増績土砂の撤去を鎗進｝

－箇所選定の仕組みによる河川堆積土砂の撤去 （加速） －砂利採取のさらなる活用促進

・洪水・高潮対策の推進〈頻発する洪水被害への備えを強化）

・河川管理施設の整備

．海岸保全施設の整備

（継続）

（継続）

－被災隣接箇所の補強 （対象拡大）

・津波浸水予測区域外の河川施設の脆弱箇所対策（対象拡大）
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｜北脇靭化に向けた防災・減災対策の新たな展開 ｜ 
土砂災害警戒区域の指定

近年多発する土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域の危険周知、市町が行う警戒避難体制の

整備促進に向けて、土砂災害警戒区域の指定を加速させる

土砂災害警戒区域の指定箇所等の推移

ー－－－－一一一一一一一－~ 16,200 100% 

調査完ヱ

二二~~~今ど！！！？二二；i~·~＝＝＝~~＝＝＝＝＝~J；；；；二二二二t-=====:-===t====;;t之盟；I墨色；；
主：伝j門 1盈：：：I

一一一一一一一一一一一一ー14,580 

12,960 指定加速

90% 

80% 

〈
箇
所
数
）

一 』 11,340

9,720 

一ー 8,100

6,480 

4,860 

一← 3,240

一』 1,620

一一一一一一＿＿.一一一一一一一一一一一＿.....一一一一る6近%－一一一
全国平均

70% 

40% 

30% 

20% 

10% 

指 60%

定
率

50% 

。0% 

H31 H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22 H21 

11～12 

ー』指定率（現行計画）

平成31年度

調査完了目標

ー』 指定率（H31調査完了）可〉・全国平均

これまでの実績 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

土砂災害 ｜ 指定数 3空~－i首i- j__…ー－－－ －；鮒i里~；： －一一一・1刊~1！：－ － －－一 －－i；鍋~~J___ _______ f；空~~1－－－ － －－－－－；.： .，哩~－：目空.?. 警戒区域 「吉元－設長忌）一

（イ指エロ定ー） 1- 指定率

基礎調査
実施数 354 ~－＇~－~.~ －~！~~~_I_ ~~·~r ~~~ 900 

－－ー・・・・・・・・・・・・・・・・－.・・・ .................... ー・．．．．ー............・
（累計） 1,458 3,309 4,873 5,4911 6,303 7,203 

事業費 （単位：千円） 105,000 420,000 210,000 270000 

ー・基礎調査（累計）己コ区域指定数（Y),ー・区域指定数（R)



予定価格について

大型の公共建築物工事を中心に、予定価格が実勢価格と承離していることなどを

原因として入札不調・不落が発生しており、全国的な課題となっています。このた

め、実勢を踏まえた適切な予定価格の設定を行う必要があります。

また、県土整備部発注工事の現在の入札状況は、低入札調査基準価格又は最低制

限価格近傍に応札が集中したり、くじ引きによる落札者の決定が発注件数の約半数

となっています。この状況を改善する方策のーっとして、予定価格の事後公表が提

案されていることから、その影響や効果を検証するため事後公表を試行します。

1 適切な予定価格の設定

( 1 ）単価設定の現状

予定価格は、三重県会計規則において、取引の実勢価格等を考慮して適正に

定めるものとされており、予定価格の設定に必要となる労務単価及び資材単価

を次のように定めています。

①労務単価

農林水産省及び国土交通省が、国・都道府県・政令指定市等発注の公共工

事に従事する建設労働者の賃金支払い実績調査に基づき毎年度4月に設定

した労務単価を、県の労務単価として定めています。

②資材単価

積算の透明性や効率性のため、約2万種類の資材について、取引の実勢価

格調査に基づき県の資材単価として4月、 11月に設定し、公表しています。

そのうち、生コンクリート、骨材類などの主要資材（ 9品目）については、

価格動向を毎月監視し、大幅な単価変動（ 5 %～ 1 0 %）があった場合には、

臨時に単価改訂（特別改訂）を実施しています。

( 2）課題

県の生コンクリートや骨材類などの資材単価については、地域の実態に応じ

たものとするため、県内20数地区に分けて設定し、物価調査機関が公表して

いる県内主要都市における変動結果を確認のうえ、地区別に実勢価格調査を行

っているところです。

このため、物価調査機関が実施する主要都市における実態調査から県の単価

設定までに 2ヵ月を要しています。

13 



( 3）今後の対応方針

予定価格の設定に影響が大きい資材である生コンクリートについては、物価

調査機関からの主要都市の価格動向の情報を基に、実勢価格調査を開始するこ

とにより、単価設定までの期間を 1ヵ月短縮します。

また、スライド条項を運用することにより、契約後に資材単価や労務単価が

高騰するなどの変動があった場合には、適切に請負代金額を変更していきます。

2 予定価格の事後公表（試行）

( 1 ）現状

三重県では、予定価格を探ろうとする者から発注者への不当な圧力や不正行

為の防止など入札の公正性を確保する観点で、平成14年6月から「予定価格

の事前公表」を実施しています。

地域の建設業は、近年の公共事業を含めた建設投資の減少に伴い受注競争が

激化し、公共工事の落札率も低下するなど建設業を取り巻く環境は、依然とし

て厳しい状況です。

公共工事の入札においては、予定価格の事前公表を行っていることにより

①適正な工事の見積を行うことなく入札に参加することが可能である

②工事費の見積が出来ない建設業者が入札に参加している

という声も挙がっており、

③低入札調査基準価格又は最低制限価格近傍に応札が集中

④くじ引きによる落札者の決定が発注件数の約半数となる

などの状況となっています。

( 2）発注者に求められる取組

平成23年に閣議決定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るため

の措置に関する指針」（以下「適正化指針」という。）において、「予定価格の

事前公表を行うことで、低入札調査基準価格又は最低制限価格近傍に応札が集

中している、くじ引きによる落札者の決定が発注件数の約半数となるなどの弊

害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめを含む適切な対応を行うも

のとする」ことが求められています。

県土整備部で、は、工事費の見積を適切に行えない建設業者の排除と最低制限

価格等近傍での入札ではなく実際の施工に必要な価格による入札となる取組

の一つの方策として提案されている予定価格の事後公表について、その影響や

効果を検証するため事後公表を試行します。

14 



( 3 ）国・他県の状況

国は予定価格を事後公表としており、地方公共団体に対しでも適正化指針や

通知文書により事前公表の取りやめを含む適切な対応を求めております。

全国的に見ても事前公表から事後又は事前・事後併用（試行を含む）へと公

表時期を変更している都道府県が増加しています。

①事前公表 2 6都府県（H2 1）→ 1 4都県（H2 6) 

②事前・事後併用 1 1県 (H 2 1）→ 1 7府県（H2 6) 

③事後公表 1 0道県 (H 2 1）→ 1 6道県（H2 6) 

近隣6県においても、事後又は事前・事後併用（試行を含む）としている県

が多くなっています。

事前公表 ：愛知県、奈良県

事前・事後併用： l岐阜県、和歌山県

事後公表 ：静岡県、滋賀県

(4）予定価格の事後公表の試行対象

①試行時期平成26年 10月1日以降

②対象工事

－発注業種土木一式工事

－予定価格 7千万円以上1億 5千万円未満

・落札方式総合評価方式

③試行件数各建設事務所1件程度

15 
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指定菅理者が行う公の 施設 の管 理状 況報 告に つい て

平成 25年度において、県土整備部の公の施設で指定管理者に管理を行わせ

た施設は次の 10施設です。

これらの施設について、指定管理者制度に関する取扱要綱に基づき、平成25 

年度分の管理状況を報告します。

さらに、平成 25年度をもって指定期間が終了した三重県流域下水道施設（ 1 

施設）、三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅（4施設）について、問要綱

に基づき、指定期間全体の管理の実績に関する評価結果（全期間評価）を併せ

て報告します。

報告内容

区分 施設の名称 指定管理者の名称 指定の期間 H25年度： 全期間

管理状況： 評価

道施下水設
二重県 公益財団法人 。 。H21.4.l～H26.3.31 

流域下水道施設 二重県下水道公社

県営都市公園

北勢中央公題
株式会社名阪造閏 H25.4.l～H30.3.31 。

県営都市公園 三重県森林組合

鈴鹿青少年の森 連合会グ）トア
H25.4.l～H30.3.31 。

草県市 県営都市公園
株式会社東産業 。

亀山サンシャインハ。 －！；
H25.4.l～H30.3.31 

園 県営都市公園

大仏山公園
有限会社太陽緑地 H25.4.l～H30.3.31 。

県営都市公園 紀伊長島レクリェーション

熊野灘臨海公園 都市開発株式会社
H25.4.l～H30.3.31 。

二重県営住宅 二重県北勢地区

住宅県営
＜北勢7'Dック＞

H21.4.l～H26.3.31 。 。
管理事業共同体

二重県営住宅及び三重県
伊賀南部不動産

及び
特定公共賃貸住宅

事業協同組合
H21.4.l～H26.3.31 。 。

特 ＜中勢・伊賀プ Eック＞

定 ニ重県営住宅及び三重県

共主貸

一重県南勢地区
特定公共賃貸住宅

管理事業共同体
H22.4.l～H26.3.31 。 。

＜南勢7ゃロック＞

二重県営住宅 三重県南勢地区
H22.4.l～H26.3.31 。 。

＜東紀州7酔 Eッケ＞ 管理事業共同体
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国指定管理者の自己評価の基準

評価項目 1の評価：

「AJ業務計画を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。

「B」業務計画を順調に実施している。内

「CJ業務計画を十分には実施できていない。

「D」業務計画の実施に向けて、大きな改善を要する。

評価項目 2、3の評価：

「A」当初の目標を達成し、特に優れた実績を上げている。

「BJ当初の目標を達成している。

「C」当初の目標を十分には達成できていない。

「DJ当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。

田県の評価の基準

「＋」指定管理者の自己評価に比べて高く評価する。

「 J指定管理者の自己評価に比べて低く評価する。

「 J（空白）指定管理者の自己評価と概ね同じ評価とする。
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指定管理者が行う公の施設の管想状況報告ぐ平成 25年摩分＞（概要）

施設の名称 三重県流域下水道施設 県営都市公園北勢中央公園

指定管理者の
公益財団法人三重県下水道公社 株式会社名阪造園

名称

－流域下水道の機械施設及び電気施設の操作l、・公国の維持修繕及び巡視点検L関する業務
関する業務 ・公園の利用者への案内に関する業務
圃流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理 －条例に基づく公園の利用時間の変更、公圏内
に関する業務 の行為の制限、利用の禁止文は制限

業務の内容 ーその他の業務 ・公園施設のうち野球場、テニスコートの利用の
許可
－公園の利用の促進
－その他の業務

内容 目標 実績 内容 目標 実績

目標放流 l'BOD 
水質

8.0mg/1 6.3mg/I 年間公園利用者数 230,000人 224,029人

主な成果目標 （最大値） －－・ーー－‘”開－----ーー・－－・ーー－・噂梓暢柑 －－－－－－－ーーー・・駒 a 噌出・・ー－－－－－－ーー ---－－園開問司，ー－ー ーーーーー嗣輔－－－－－－
及び実績 【北部浄化；

T-N 10.0mg/1 9.7mg/I 年間利用料金収入 8,800,000円 9,307,230円
セン聖－］ : 
ーーーーーーーーーーーーー－－何時・咽・・・ーーーーー－－－－－－－－－－伺－--ー－ー－－－－－－－－ F ・’‘圃峰崎－－－－－－－－－－－－ーー．骨骨仲ーー・ーー．・ ーーーー－－－－－－－－・・ －－－－－－－－働”‘・－-

汚泥含水率
76.0目以下 73ョ6目

【北部浄化センヲ－］

H24 H25 H24 H25 

評価項目
と内容 指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価の自己評価 の自己評価 の自己評価 の自己評価

1管理業務の
実施状況

B B B 
-－’‘・ーーー・ M惨ーー－ー． －－－－－－ーーー・ E 崎E ＋’‘内側ーー国国－－－－－－－ー・・匹静岡降・・－ M陸出・ーーー --－’・・ー－－－－－－－ ・明－－－－－－－－－－－

2施設の利用
状況

B B B 
－ー同’ e，ーーーーーーーー・岨副唾w ーー・ーーーーー・ー司ーー園開軒両静悼司，－－-－ーーーー－－－－－－－－－同欄骨四ー－－－－－－－－－－－司・ ーーーーーーー『・－’‘ーー． ------＂ゆ副陸自国圃－－
3成果目標及
びその実績

B B B 

＜指定管理者の評価l、対する県の評価＞ ＜指定管理者の評価l、対する県の評価＞
・下水道施設の運転管理を適切に行い、良好な －公園施設及び植物の管理を適切に行った。
放流水質を確保し、ライフラインとしてのセーフ
テイネットを確保した。 E前年度よりも多くのイベントを開催し、公園の集

客に努めた。
・下水道の普及啓発のため、見学者を積極的に
受け入れた。 ・年間公園利用者数！土成果目標をわずかながら

下回ったものの、年間利用料金収入は成果目標
－大雨等の異常時を除き、放流水質の成果目標 を達成した。
を達成するとともに、汚泥含水率についても成果
目標を達成した。 以上のことから、いずれの評価項目についても

指定管理者の自己評価と同じ評価とした。
県の総括的な 以上のことから、いずれの評価項目についても
評価 指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞ ＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
－今後も良好な水質を確保するとともに、施設の 圃成果目標を達成していくため、利用者拡大に向
長寿命化とライフサイクルコストの低減に向けた けたさらなる取組の実施を期待する。
効果的な点検や適切な維持修繕を期待する。

・利用者の安全・安心を確保するため、より適切
な維持管理を期待する。
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指定管理者が行う公の施設の管理状涜報告ぐ平成 25年度分〉（概要）

施設の名称 県営都市公園鈴鹿青少年の森 県営都市公園亀山サンシャインパーク

指定管理者の
三重県森林組合連合会グループ 株式会社東産業

名称

・公園の維持修繕及び巡視点検L関する業務 ・公園の維持修繕及び巡視点検L関する業務
，公園の利用者への案内に関する業務 且公園の利用者への案内に関する業務
－条例に基づく公園の利用時間の変更、公園内 E条例に基づく公園の利用時間の変更、公園内
の行為の制限、利用の禁止又は制限 の行為の制限、利用の禁止又は制限

業務の内容 E公園の利用の促進 圃公園の利用の促進
閉その他の業務 ”その他の業務

内容 目標 実績 内容 目標 実績
成果目標
及び実緩

年間公園利用者数 260,000人 268,,098人 年間公園利用者数 800,000人 742β15人

H24 H25 H24 H25 

評価項目
と内容 指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価の自己5平fJllj の自己評価 の自己評価 の自己評価

1管理業務の B A 
実施状況 -－－－ー・・・－－－－－－---－ーーー・，号制柏田

~ 
ー，‘骨働』．ーー・．．．． ー・凶・ーーーーー・・ E F 司院

2施設の利用 B B 
状況 ------－ー『・助時ーー －－－－－－－開降嗣抽働ーー ー・ーーー．阿曽』・・ーー

3成果目標及 B c 
びその実績

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞ ＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・公園施設及び植物の管理を適切に行った。 －来場者や地域住民の意見を積極的に取り入

れ、公園施設及び植物の管理を適切に行ったも
－積極的にイベントを開催して公園の利用促進を のの、特に優れた実績を上げたとまでは言え
図るとともに、ホームページで施設の利用申込み ず、『管理業務の実施状況jをマイナス評価とし
状況を案内するなど利便性を向上させた。 た。

－年間公園利用者数の成果目標を達成した。 開バベキュー施設利用者が増加するなど成果
が見られたことから、「施設の利用状況」につい

以上のことから、いずれの評価項目についても て指定管理者の自己評価と同じ評価とした。
指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

”年間公園利用者数が目標に対し92.8%となり、
成果目標を達成できなかったことから、「成果目
標及びその実績jについて指定管理者の自己評

県の総括的な 価と同じ評価とした。

評価

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞ ＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
胴成果目標を達成していくため、利用者拡大に向 開成果目標を達成していくため、利用者拡大に向
けたさらなる取組の実施を期待する。 けたさらなる取組の実施を期待する。

－利用者の安全・安心を確保するため、より適切 E利用者の安全・安心を確保するため、より適切
な維持管理を期待する。 な維持管理を期待する。

20 



指定管理者が行う公の肺設の管理状況報告ぐ平成 25年度分＞（機事）

施設の名称 県営都市公園大仏山公園 県営都市公園熊野；難臨海公園

指定管理者の
有限会社太陽緑地 紀伊長島レクリ工ーション都市開発株式会社

名称

z公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務 凋公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務 ・公園の利用者への案内に関する業務

の開条行例為にの基制づ限く公園の利用時間の変更、公園内 監条例に基づく公園の利用時間の変更、公圏内
、利用の禁止又は制限 の行為の制限、利用の禁止又は制限

業務の内容 ・公国施設のうち野球場、テニスコ ト及びゲート －公園の利用の促進
ボール場の利用の許可 aその他の業務
・公園の利用の促進
面その他の業務

内容 目標 実績 内容 目標 実績

成果目標 年間公園利用者数 220,000人 215,235人 年間公園利用者数 720,000人 808『069人
及び実績 －－－－－－司 a，司鴨開伊軸醐恒M ・－－－－－－－－・司晶同醐時，圃－－－・－－---－－同－－仲噌－－－－－－－ー－－－ー司－－馳－-－－－ーーーーー－--－－－ー． ー－－・伊骨－－-－・・・－ 静岡国・ーーー－--－－ー

年間利用料金収入 5,000,000円 5,073『190円

評価項目
H24 H25 H24 H25 

と内容 指定管理者
県の評価

指定管理者
県の評価

指定管理者
県の評価

指定管理者
県の評価の事己評価 の自己評価i の自己評価 の自己評価

1管理業務の
実施状況

B B A A 
剛院馳静静剖M・ー－ーーー・値』‘ーー 幽ー・・－--－ーーーー・ E ーー同ー－－，閉同凶圃ーーー - - - - - - - - ---d・時司-－－・－－---E ’‘”’ 曹司ーーーーーーーー”ーー -－・ー－-----－回 E －－－－－－・惨－－－－－－ －－開‘・噛－－－・－－ーー
2施設の利用
状況

G 十 B A B 

---－ーーー・ーーーーーーー－-ー－－－・ー司匹『回 h 醐． --－働司圃 E ・－－－----－両－－－－－－－－－圃--－－司明凶回白ーーー． -－－’‘・・－－－－ーーーー ー同ー－－－－－－・F鴨園陸 －－－－－－－・－－－恒．
3成果目標及
びその実績

日 B B B 

＜指定管理者の評価l、対する県の評価＞ ＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
z公園施設及び植物の管理を適切に行った。 ・公園施設及び植物の管理を適切に行ったもの

の、特に優れた実績を土げたとまでは言えず、
・平日の利用促進策としてのテニス教室の実施 『管理業務の実施状況jをマイナス評価とした。
や春、秋に開催するイベントの充実など公国の
利用促進を図った。 ・年間公園利用者数が平成24年度と比較して減

少しているものの、スポーツ施設の利用者が増
同年間公園利用者数は成果目標をわずかながら 加したことや平成25年度の成果目標を達成した
下回ったものの、年間利用料金収入は成果目標 ことから、「施設の利用状況j及び「成果目標及
を達成した。 びその実績jについて指定管浬者の自己評価と

同じ評価とした。
以上のことから、いずれの評価項目についても

指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

県の総括的な
＜今後の課題又は指定管理者への期待＞評価 ＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
皿成果目標を達成していくため、利用者拡大に向 M 公国利用者を増やすため、近隣観光施設と連
けたさらなる取組の実施を期待する。 携し積極的に当公園の魅力を情報発信していく

ことを期待する。
開利用者の安全・安心を確保するため、より適切
な維持管理を期待する。 づ毎に面した地域であり、津波対策が喫緊の課題

である。関係機関と連携して避難計画を整備す
るなど安心して利用できる環境づくりが必要であ
る。

21 



指ii=:管理者が行う公の施設の管理状況報告〈平成25年席分〉（概要）

施設の名称 三重県雷住宅〈北勢ブロック〉
三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
〈中勢・伊賀ブロック〉

指定管理者の
三重県北勢地区管理事業共同体 伊賀南部不動産事業協同組合

名称

E県営住宅及び共同施設の管理人関する業務 圃県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並びに共同
（県営住宅の入居者の決定、使用料の決定等を 施設の管理に関する業務（県営住宅等の入居者
除く） の決定、使用料の決定等を除く）
－県営住宅及び共同施設の施設・設備等の維 ・県営住宅等及び共同施設の施設・設備等の維

業務の内容 持、保守管理、修繕等に関する業務 持、保守管理、修繕等に関する業務
－その他の業務 ・その他の業務

内容 目標 実緩 内容 目標 実績

建物等の点検確認 毎月2回 月平均
建物等の点検確認

毎月2回 月平均

成果目標 以上 4.5凶 以上 8.0回

及び実績 ---－・ーーーー－－ーーーーー－.・静包－－－－－－..司－－－－－－－ーーー圃凶開酔司h－－－－－－－・ E ・-－仲.－四・－－－－－－・ー開闘』・－--－ー...』 ーー・ーー伺』・－-----帽幽－－－－－－－凶ー・．

緊急な修 緊急な修

迅速かつ誠実な対応
1時間 繕等！こ1待 迅速かつ誠実な対応 1時間 繕等！こ1時
以内 間以内に 以内 間以内に

対応 対応

H24 H25 H24 H25 

評価項目
と内容 指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価 指定管理評者 県の評価
指定管理者

県の評価の自己評価 の自己評価 の自己価 の自己評価

1管理業務の A A A A 
実施状況 . -.晶偶－－・ーー－－ーーーー司『胴』抽白－－－－・司－－－－－－－－－－－－・唱・『酔崎凶働ー－－－－－－－－－－ ’‘・ー－－－－－－－－－・ --－－－ー．ーーー陪陪ー ー－－－－－恒国ー－－－剛

2施設の利用
状況

B B B B 
凶』』』ーー・ーーーーーー司－・陣揖 嗣助削除曽軸曲恒 E 幽幽ーー． －－－－－－－－－－ーー．ー－－－ー，匹開砂町骨－----ー－－－『－－－－－－－・ー－ー－－時制四，－－－・ E 圃ー・－－－－－－－－－－－ ーーーー－.柚ーーーーー田 ”“ーー－－－『’‘”・ーー
3成果目標及
びその実績

A A A A 

＜指定管理者の評価L対する県の評価＞ く指定管理者の評価に対する県の評価＞
・巡回Jfトロールや「御意見はがきjの配布により ・巡回Jtトロールや意見箱の設置により入居者
入居者の要望等を的確に把援し、対応したこと の要望等を的確に把握し、対応したことから、
かのら、自「管理業務の実施状況jについて指定管理 「管理業務の実施状況jについて指定管理者の
者 己評価（特に優れた実績を上げている）と 自己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ
同じ評価とした。 評価とした。

E『建物等の点検確認』及び「緊急対応（迅速か 開「建物等の点検確認jは目標である毎月2回以
つ誠実な対応）Jの成果目標を達成するととも 上を大幅に上回る月平均8.0回を実施している。
に、アンケートにおいて84.1%の入居者が住宅修 また、 f緊急対応（迅速かつ誠実な対応）」の成果
繕への迅速な対応を評価していることから、「成 目標も達成するとともに、アンケートにおいて
果目標及びその実績jについて指定管理者の自 84.4%の入居者が住宅修繕への迅速な対応を
己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ評 評価していることから、「成果目標及びその実

県の総括的な 価とし7ニ。 績jについて指定、管る理）と者同のじ自評己価評と価し~こ特。に優れ評価 た実績を上げてし

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞ ＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・アンケートにおいて86.4%の入居者がfどちらか －アンケートにおいて87.5%の入居者が「どちらか
と言えば住みやすいj以上の評価をしており、今 と言えば住みやすい」以上の評価をしており、今
後とも一層のサ ビス向上と適切な施設・設備 後とも一層のサービス向上と適切な施設圃設備
等の管理を期待する。 等の管理を期待する。
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指Ji'.管理者が行う公の施設の管理状涜報告ぐ平成 25年摩分〉（概墓）

施設の名称
三葉県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅

三重県営住宅（東紀州フロックト
〈南勢ブロック〉

指定管理者の
三重県南勢地区管理事業共同体 三重県南勢地区管理事業共同体

名称

－県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並び｜、共同 －県営住宅及び共同施設の管理に関する業務

施設の管理に関する業務等を（県除営く）住宅等の入居者 （県営住宅の入居者の決定、使用料の決定等を
の決定、使用料の決定等 除く）
－県営住宅等及び共同施設の施設・設備等の維 賓県営住宅及び共同施設の施設・設備等の維

業務の内容 持、保守管理、修繕等に関する業務 持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務 －その他の業務

内容 目標 実績 内容 目標 実績

建物等の点検確認
毎月2回 月平均

建物等の点検確認 毎月2回 月平均

成果目標 「以上 3.5問 以上 3.0回

及び実績 －－－－－－ーーーーーーーーーー『E 喝事巴骨骨恒ーー－ー・ーーー，四時明樹園，．ーーーー・，骨骨輔副－----－－－－－－回目ー．・・・－－－－－－相.圃・ーーー問 －－－－－－－曙雌E ・ーー ーーー”ー－－ーーー．骨圃

緊急な修 緊急な修

迅速かつ誠実な対応
1時間 繕等lこ1時 迅速かつ誠実な対応 1時間 繕等lこ1時
以内 間以内に 以内 間以内に

対応 対応

H24 H25 H24 H25 

評価項目
と内容 指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価
指定管理者

県の評価の自己評価 の自己評価 の自己評価 の自己評価

1管理業務の A A A A 
実施状況 ー暢幅値骨骨働‘・ーーーーーー－－-－－閉骨値』ー・．・. ・’‘ 開捗』“ --------..ーー－－－－－－－－－－ー骨骨許凶ーーーー．司閉』 －ー．ー骨柑幽ーーーーー． 同同－－－－－－－－回，ー

2施設の平Jjlfj
状況

B B A A 

－－－－－－－－－ー，‘”‘・『....開問岨M ..軸圃』ーーー－－－－－－－－・－－－同砕..・ー・ーー『・...骨』ーーーー・．．時制ー目ーー ー－－－－－司司－----ーーー司ー回世－－－－－－ ’・ M・－------－・E ・ーー・働仲－-－－－ー伺』F

3成果目標及
びその実績

A A A A 

＜指定管理者の評価L対する県の評価＞ ＜指定管理者の評価！、対する県の評価＞
圃巡回Jfトロールや意見箱の設置により入居者 －巡回Jfトロールや意見箱の設置により入居者
の要望等を的確に把握し、対応したことから、 の要望等を的確に把握し、対応したことから、
「管理業務の実施状況』について指定管理者の 「管理業務の実施状況」について指定管理者の
自己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ 自己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ
評価とした。 評価とした。

ョ「建物等の点検確認j及び「緊急対応（迅速か 事実績入居率が88.8%となり、平成24年度と比較
つ誠実な対応）』の成果巨標を達成するととも し入居率が低下しており、また入居率が特に優
に、アンケートにおいて84.1%の入居者が住宅修 れた実績を上げたとまでは言えず、「施設の利用
繕への迅速な対応を評価していることから、 f成 状況』をマイナス評価とした。
果目標及びその実績jについて指定管理者の自

県の総括的な 己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ評 • l建物等の点検確認」及び「緊急対応（迅速か

評価 価としTニ。 つ誠実な対応）』の成果目標を達成するととも
に、アンケートにおいて94.1%の入居者が住宅修
繕への迅速な対応を評価していることから、 f成
果目標及びその実績jについて指定管理者の自
己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ評
価としTニ。

く今後の課題又は指定管理者への期待＞ ＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
＝アンケートにおいて83.7%の入居者が「どちらか 圃アンケートにおいて97.5%の入居者がfどちらか
と言えば住みやすいJ以上の評価をしており、今 と言えば住みやすい」以上の評価をしており、今
後とも一層のサービス向上と適切な施設・設備 後とも一層のサービス向上と適切な施設野設備
等の管理を期待する。 等の管理を期待する。
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指定管理者が行う公の施設の管理状涯報告〈全期間評価〉（機事）

施設の名称 三重県流域下水道施設 三重県営住宅〈北勢ブロック〉

指定管理者の
公益財団法人三重県下水道公社 三重県北勢地区管理事業共同体

名称

指定の期間 平成21年4月1日～平成26年3月31日 平成21年4月1日～平成26年3月31日

H21 H22 H23 H21 H22 H23 

評価項目 指定菅理 県の 指定菅理 県の 指定菅理 県の 指定菅理 県の 指定菅理 県の 指定官理 県の
者由自己

評｛極
者の自己

評価
者の自己

評価
者の自己

評価
者由自己

評価
者の自己

評価評価 評価 評価 評価 評価 評価

管理業務の
A A B B A A 

実施状況 I

＋ 

ーーーーーーーー－－－－ーー園田・・ ．『圃』 h’‘・，－- L司酔曽峰崎帥－－ ーーー・ーー， a明『降ーー－－－－－－－－－・ーー－-- --－ー陪』－--ーー．開－---ーー．附輔’ーー - - --M 四ーー ---－ー．．
施設の利用

A A B 臼 B B 
状況
－－－－－－－－－ーーーーー・－－司 ．同 F 仲－－ーー --－－－ーー． ーーーー司ー， F

----－ー骨骨』開
a‘’‘－ －ーーーー 園田亭骨ーーーー -－『－－ーーー --－・ーーーー ．『，a柚凶ーー

成果目標及び
A A B B ＋ A A 

その実績

H24 H25 H24 H25 

指定管理 県の 指定管理 県の 指定菅理 県の 指定管理 県の
者の自己

評価
者自自己

評価
者の自己

評価
者の自己

評価評価 評価 評価 評｛面

管理業務の
B B A A 

実施状況
制ー噌晶司－－－－－－－－－ーーーー ---－－同司匹悼

M・』ーー－－ーー ーー・ー．陣欄酔 ーー・ーーーーー －－－－－ーーー ---－－帯明F 幅 －ー・・再』ーーー ーー・．静岡ーー
施設の利用 日 B B B 
状況
－，骨静砂降ー－－－』’ー圃 E ・E ・． 司同町静幽』－--1----－－－ーー －－ー－---- ー－－齢ーーーー －－－－ー院－-－ーーーー楠田ー
成果目標及び

B 日 A A 
その実績

－基本協定書、業務計画書等L基づき、指定期 ・業務仕様書、指定管理契約九基づき、着実
問中、安定的に処理を実施した。 に業務を実施し、成果目標である「建物等の

点検確認（毎月2回以上）』及び「迅速かつ誠
育成果目様である放流水質については、法定 実な対応（1時間以内）』を全期間を通じて達成
排水基準を超過することなく運転管理を行つ しTこo

た。コスト削減についても、電力使用の節減努
力等により、概ね当初目標どおりの削減を実 ・サービス向上の観点から、毎年度入居者対
施した。 象にアンケート調査を行うなど、住民ニーズの

把握に努めた。
－浄化セン合ーの施設見学をはじめとした各種

指定期間全体の
啓発事業を継続的に実路し、下水道に関する M 南米国籍の入居者が比較的多いため、スベ
知識の普及啓発の取組を行った。 イン語、ポルトガル語の通訳のできる者を常勤

県の総括評価
雇用して、入居者との意思疎通を図った。

”施設修繕、管理においては、一般競争入札
の導入や施工髭理の適正化などに取り組み、
コスト削減に努めた。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告〈全期間評価〉（棋要）

施設の名称
三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅 三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
く中勢・伊賀ブロック〉 く南勢フ、ロック〉

指定管理者の
伊賀南部不動産事業協同組合 三重県南勢地区管理事業共同体

名称

指定の期間 平成21年4月1日～平成26年3月31日 平成22年4月1日～平成26年3月31日

H21 H22 H23 H22 H23 H24 

評価項目 指定管理 県の 指定管理 県の 指定菅理 県の 指定菅理 県の 指定菅理 県の 指定管理 県の
者の自己

E平i面
者の自己

評価
者の自己

評価
者の自己

評価
者の自己

評｛面
者の自己

評価評価 評価 評価 評価 評価 評価

管理業務の
A A A A A A 

実施状況
．同停・b－側勝曲ーーーーーーーーー －－問＋ーーー．． ー・ーーーー， E 合ゆ喧血ーーーー ーーーーーー司ド 』ーー・ーーーー 同開暢』－－--ー..桐－－－－-ーーー・‘『，－---ー，恥..・ E ーー 園圃園開削『圃・ー ー－－－－－－－
施設の利用

臼 B 日 B B B 
状；兄
．司圃・．内申－－--－ーーーー..・ －－－－－－－幹骨骨回，合同ーー.. 旬圃回ーーーーー ーーーー明・ーー －－－－－－－事 骨骨ーー・ーーー ..”・－ーーー ーーー伺．．ー・．．回..目...・，＿専向』ーー－－ ・..柄”ー・ーー
成果目標及び

A A A A A A その実績

H24 H25 H25 

指定菅理 県の 指定官理 県の 指定菅理 県の
者の自己

評価
者の自己

評価
者の自己

評価評i面 評価 評価

管理業務の
A A A 

実施状況
ーーーーーー－-－－’..陪馳値ー． －－－－ーーーーーーーー・ー同ー司回 幽幽』』’ーーーーー ーーー．伺－-- ...ー開園．． ーーー..楠町..

施設の利用
B B B 

状i兄
ーーーーーー－－－ー－－－ー，.. ．抽蜘’‘’..ーー 伊軸白ーーーーー -----.『.. ---－－制帽， ーー・・ー司ー．．
成果目標及び

A A A 
その実績

－業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実l、 ・業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実に
業務を実施し、成果目標であるf建物等の点検 業務を実施し、成果目標である「建物等の点検
確認（毎月2回以上）J及び「迅速かつ誠実な対 確認（毎月2回以上）』及びf迅速かつ誠実な対
応（1時間以内）Jを全期間を通じて達成した。 応（1時間以内）』を全期間を通じて達成した。

ョサービス向上の観点から、毎年度入居者対象 Eサービス向上の観点から、毎年度入居者対象
にアンケート調査を行うなど、住民ニーズの把 にアンケート調査を行うなど、住民ニーズの把
握に努めた。 握に努めた。

司必要に応じて通訳を雇い入れ、外国人入居者 ・施設修繕、管理においては、一般競争入札の
指定期間全体の との意思疎通を図った。 導入や施工監理の適正化などに取り組み、コス
県の総括評価 ト削減に努めた。

開施設修繕、管理においては、一般競争入札の
導入や施工監理の適正化などに取り組み、コス
卜削減に努めた。
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指F管理者が行う公の施設の管理状況報告く令期間評価＞（概要）

施設の名称 三重県営住宅く東紀州ブロック〉

指定管理者の 三重県南勢地区管理事業共同体
名称

指定の期間 平成22年4月1日～平成26年3.Fl31日

H22 H23 H24 

評価項目 指定管理 県の 指定管理 県の 指定官理 県の
者の自己

評価
者由自己

評価
者の自己

評価評価 評価 評価

管理業務の
A A A 

実施状況
ー司・咽－－－・－－－－－－－－・』 --------ーーー－－－－・骨 ーーー－－－’‘・ 同ー・ーーーーー 静－-----・－-－押踊－-

施設の利用
A A A 

状；兄
．伺肺－－－・・ー．・ー回齢拘回同 ーー自国ーーー・園田ー帽唱】』』 ー－---－’‘ー －ー・ーーー・． 輔帽ーーーー・ -－ー‘..関知，ー

成果目標及び
A A A 

その実績

H25 

指定菅理 県の
者の自己

評価評価

管理業務の
A 

実施状況
軸ーーーーーーー司開 R - －』ーーー ------－椅開－－－ーーーー
施設の利用

A 
状況
『』ー・ーーー・司 F ・『晶・ーー・ ー．ーー－---ー静』・－－－－－
成果目標及び

A 
その実績

曙業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実l、
業務を実施し、成果呂標である「建物等の点検

確認（毎月2回以上）」及び「迅速かっ誠実しfな二t対
応（1時間以内）」を全期聞を通じて達成

－サービス向上の観点から、毎年度入居者対
象にアンケート調査を行うなど、住民ニーズの
把握に努めた。

司施設修繕、管理においては、一般競争入札
の導入や施工監理の適正化などに取り組み、

指定期間全体の コスト削減に努めた。
県の総括評価

・平成23年の紀伊半島大水害の際には、被災
状況の把握に努め、熊野市での断水発生時に
は、救援物資として飲料水の配給を行った。
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審議会等の審議状況（平成26年6月3日～平成26年9月 15日）

（県土整備部）

l審議会等の名称 二重県公共事業評価審査委員会

2 開催年月日 平成26年8月 12日

3委員 委員長 安食和宏

副委員長 酒井俊典他7名

4諮問事項 一重県公共事業再評価の審議について

次の県事業について審議が行われた。

1 公共事業再評価実施事業

0林道事業

－経ヶ峰線

－浅谷越線

5調査審議結果 事業継続が了承された。

6備考

1審議会等の名称 一重県都市計画審議会

2開催年月日 平成26年8月5日

3委員 会長藤田素弘

委員朝日 幸代他20名

1 松阪都市計画道路の変更

0延長・名称変更 田村下村線他3路線

2 津都市計画区域区分の変更

0市街化区域編入

城山一丁目地区他1地区

4諮問事項 0市街化調整区域編入

高茶屋三丁目地区

3 その他

O二重県地震・津波対策都市計画指針（仮称）の策定及び

小委員会の設置

5調査審議結果 原案どおり答申された。

6 fi蔵考
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